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第 ２ 回 総 会 議 事 録 

１ 開催日時 令和３年４月１９日（月）午前１０時から午前１１時４５分 

２ 開催場所 ペガサート６階 プレゼンテーションルーム 

３ 出席委員（１９人） 

会長          １４番 德田 雅亮 

会長職務代理者（副会長）１２番 鈴木 茂樹 

委員   １番 赤堀 岳子    ２番 天野 清晴    ３番 内野 清己 

     ４番 海野 光祥    ５番 遠藤 公夫    ６番 大石 泰子 

     ７番 大塚 師輝    ８番 小笠原 悟    ９番 勝谷ふみ代 

    １０番 小村 寿文   １１番 佐藤  操   １３番 塚本 剛弘 

    １５番 深井 曉美   １６番 堀場 正明   １７番 美尾  明 

   １９番 森田 早苗 

４ 欠席委員 １８番 望月 均 

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第６号   農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第７号   農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第８号   農地転用後の事業計画変更承認について（５条） 

議案第９号   農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第１０号  非農地証明申請について 

議案第１１号  生産緑地に係る農業の主たる従事者の承認について 

議案第１２号  静岡市農業委員会専門委員会委員の指名について 

報告第１号   令和３年度静岡市農業委員会事業報告について 

報告第２号   農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号   農地法第４条第１項第８号及び同法第５条第１項第７号の規定 

        による届出について 

報告第４号   農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第５号   年金加入推進部長及び静岡市農業振興地域整備促進協議会委員 

の推薦について 

６ 農業委員会事務局職員 



事務局長 増田 雅之、参与兼次長 杉本 光利、参事兼次長補佐兼農政係長 水嶋 成彦、副主

幹 鈴木 康生、主査 田杉 真里、農地利用最適化推進係長 渡邉 貴行、主査 福地 雅俊、主

事 寺園 理帆、農地係長 丸山 美咲、主査 松永 文雄、主任主事 前島 絵美、主任主事 戸

塚 絵美 

７ 会議の概要 

議  長    ただ今から令和４年度第２回静岡市農業委員会総会を開会いたします。本日は、

１８番 望月 均委員から欠席の旨、通告がありましたので、ご報告いたします。出

席委員は定足数に達しておりますので、総会は成立しております。それでは、静岡

市農業委員会総会会議規則第１８条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長

から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

        ８番 小笠原 悟委員、９番 勝谷ふみ代委員にお願いいたします。次に委員の皆

様にお願いがあります。議案等の質疑の際、発言のある方は挙手をお願いします。

また、発言の際には議席番号と氏名を宣告の上、ご発言ください。それでは、最初

に議案第６号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長  【議案第６号朗読】

申請は２ページに記載のとおり６件でございます。 

議  長    それでは、担当職員の内容説明と、班長の審査結果の説明をお願いします。 

事 務 局    １班です。整理番号１番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は

普通畑で、売買による所有権移転です。申請事由ですが、譲り受け人は経営規模を

拡大するため、譲り渡し人は、要望に応えるとのことです。整理番号２番、清水区

の案件です。内容は記載のとおりです。現況は普通畑で、売買による所有権移転で

す。申請事由ですが、譲り受け人は経営規模を拡大するため、譲り渡し人は、要望

に応えるとのことです。 

７番    以上、職員から説明がありました２件については、１班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ２班です。整理番号３番、駿河区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は

普通畑で、売買による所有権移転です。申請事由ですが、譲り受け人は経営規模を

拡大するため、譲り渡し人は、要望に応えるとのことです。整理番号４番、駿河区

の案件です。内容は記載のとおりです。現況は普通畑で、売買による所有権移転で

す。申請事由ですが、譲り受け人は経営規模を拡大するため、譲り渡し人は、要望



に応えるとのことです。整理番号５番、駿河区及び葵区の案件です。内容は、記載

のとおりです。現況は普通畑で、使用貸借による権利の設定です。申請事由ですが、

親子間による経営移譲です。 

５番    以上、職員から説明ありました３件につきまして、２班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ３班です。整理番号６番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事由

ですが、譲受人は規模を拡大したく、譲渡人は要望に応え、売買の話がまとまり申

請に及んだものです。なお当該農地は、令和３年１１月総会にて一時転用の更新許

可を受けた、営農型太陽光発電設備が設置されている農地です。今回の申請は、営

農型太陽光発電設備が設置されている土地所有者変更に伴う申請です。申請に伴い、

営農型太陽光発電設備の下部の農地における営農者は、譲受人に変更となります。

そのため、申請書には営農型太陽光発電設備の下部の農地における営農計画書及び

当該農地における営農への影響の見込み書が添付されております。なおパネルの下

部における作付け作物は、ヒサカキです。また下部の農地における収量は地域の平

均的な単収並みが見込まれる計画です。 

 １１番    以上、職員から説明がありました１件については、３班としては許可相当と判断

しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会の各班からの説明について、発言のある 

方は挙手をお願いします。 

議  長   発言もないようですので、議案第６号について、原案のとおり決定してよいでし

ょうか。

（異議なし） 

議  長    議案第６号は、原案のとおり決定いたしました。            

次に、議案第７号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長  【議案第７号朗読】

申請は４ページに記載のとおり３件でございます。 

議  長    それでは、地区審査を行いました１班と３班から、担当職員の内容説明と、班長

の審査結果の説明をお願いします。 

事 務 局    １班です。整理番号１番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は

普通畑です。申請事由ですが、個人経営の自動車修理業より作業用の駐車場敷地と

した賃借したいとの申し出があり話しがまとまり申請に及びました。農地区分は、



第３種農地と判断されます。隣接農地の被害防除、排水等については特に問題ない

と思われます。 

７番    以上、職員から説明がありました１件につきましては、１班としては許可相当と

判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ３班です。整理番号２番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事由

ですが、物干し場等のスペースが狭いため、住宅敷地を拡張したく申請に及んだも

のです。農地区分は、第２種農地と判断されます。隣接農地の被害防除、排水等に

ついては特に問題ないと思われます。整理番号３番、葵区の案件です。内容は記載

のとおりです。申請地はもともと段差があり、耕作に不便であるため畑地造成の申

請をするものです。農地区分は農用地区域内農地で、不許可の例外の一時転用に該

当します。転用期間は３ヶ月間です。一時転用後は栗、柿、梅などを作付けする確

約書が提出されています。隣接農地の被害防除、排水等については特に問題ないと

思われます。 

１１番    以上、職員から説明がありました２件につきましては、３班としては許可相当

と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会からの説明について、発言のある方は挙

手をお願いします。 

議  長    他に発言もないようですので、議案第７号について、原案のとおり決定してよ 

いでしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第７号は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第８号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長  【議案第８号朗読】

申請は６ページに記載のとおり１件でございます。 

議  長    それでは、地区審査を行いました１班から、担当職員の内容説明と、班長の審査

結果の説明をお願いします。 

事 務 局    １班です。整理番号１番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。申請者

は、市内に本社を置く土木建築業を営む法人です。当初の申請事由ですが、令和元

年８月に国道の高架工事による、仮設事務所等設置の一時転用許可をしました。事

業計画の変更事由ですが、工事は順調に進んでいましたが、追加工事の発注を受け

たため、工事期間の延長をしたく申請におよびました。工期の延長は、三度目とな



ります。申請地の農地区分は、第２種農地と判断されます。計画変更の概要は以上

です。 

７番    以上、職員から説明がありました１件につきましては、１班としては承認するこ

と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会からの説明について、発言のある方は挙

手をお願いします。 

  ６番    この先、まだ工期の延長はあるのですか。 

事 務 局    新規の追加工事あれば延長はあります。この申請地は白地なので、最大５年まで

延ばすことは、可能です。 

議  長    他に発言もないようですので、議案第８号について、原案のとおり承認してよ 

いでしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第８号は、原案のとおり承認いたしました。 

次に、議案第９号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長  【議案第９号朗読】

申請は８ページ、９ページに記載のとおり７件となります。内容につきましては、

担当職員から説明いたします。 

議  長    それでは、地区審査を行いました各班から、担当職員の内容説明と、班長の審査

結果の説明をお願いします。 

事 務 局    １班です。整理番号１番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は

普通畑で、売買による所有権移転です。申請事由ですが、申請者は市内で倉庫・貨

物利用運送事業を営んでいる法人でありますが、現在の施設が手狭になり事業拡大

のため、事務所と倉庫用地を探していたところ、所有者と話がまとまり、申請に及

んだものです。農地区分は第２種農地と判断されます。隣接農地への被害防除、排

水等については、特に問題ないと思われます。代替性についても検討され、転用面

積も適当と思われます。整理番号２番、清水区の案件です。内容は記載のとおりで

す。現況は普通畑で、使用貸借による権利の設定です。申請人は、市内で左官業を

営んでおります。申請事由ですが、現在、資材置場を探していたところ、所有者と

話しがまとまり申請に及びました。農地区分は、第２種農地と判断されます。隣接

農地の被害防除、排水等については特に問題ないと思われます。代替性についても

検討され、転用面積も適当と思われます。整理番号３番、清水区の案件です。内容



は記載のとおりです。現況は普通畑で、賃借権の設定です。申請人は、県外で土木

建築業を営んいる法人であります。申請事由ですが、高速道路リニューアル工事に

伴い資材置場及び駐車場を探していたところ、所有者と話しがまとまり申請に及び

ました。農地区分は、農用地区域内農地となりますが、不許可の例外である一時転

用に該当します。転用期間は三年間で、期間終了後の作付け確約書も提出されてお

ります。隣接農地の被害防除、排水等については特に問題ないと思われます。 

７番    以上、職員から説明がありました整理番号２番、３番につきましては、１班とし

ては許可相当と判断しました。整理番号１番につきましては、地区審査会で現地及

び聞取り調査を報告いたします。はじめに、会社の事業内容について確認しました。

現在、自動車運送業を営んでおり、倉庫業も経営しているとのことです。施設とし

ては、清水区に本社事務所と倉庫で行っており、従業員数は、７０名ほど、就業時

間は、８時から１７時だそうです。申請の経緯ですが、現在、施設の老朽化と手狭

なった自社の拡張もしたいため申請に至ったそうです。代替地も、静岡市内で探し

ましたが、この申請地が移転する条件が良かったそうです。周囲の所有者、地元部

農会、町内会等への了承を得ているとのことです。申請地北側に住宅、東側に農地

がありますが、建築物は、高さ９.５ｍほどありますが、日かげの影響はないとの

ことです。被害防除の点については、フェンス設置をするとのことです。以上のこ

とから、整理番号１番については、１班としては許可相当と判断しました。ご審議

よろしくお願いします。 

事 務 局    ２班です。整理番号４番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は普

通畑で、使用貸借による権利の設定です。申請事由ですが、現在、市外の借家で生

活をしておりますが、子供の成長と共に手狭になり妻方の両親に相談したところ、

両親所有の土地を借り住宅を建築することで話しがまとまり申請に及びました。農

地区分は、第１種農地と判断されます。不許可の例外、にじみ出しに該当します。

隣接農地の被害防除、排水等については特に問題ないと思われます。代替性につい

ても検討され、転用面積も適当と思われます。整理番号５番、駿河区の案件です。

内容は記載のとおりです。現況は普通畑で、賃借権の設定です。申請事由ですが、

申請者は市内で古紙回収業を営んでいる法人でありますが、現在、借地している駐

車場が使用出来なくなるため、新たな駐車場を探していたところ、所有者と話がま

とまり、申請に及んだものです。農地区分は第３種農地と判断されます。隣接農地

への被害防除、排水等については、特に問題ないと思われます 



５番    以上、職員から説明がありました２件につきましては、２班としては許可相当

と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ３班です。整理番号６番、葵区の案件ですが令和４年４月１８日付けで取り下げ

願が提出されましたので報告します。整理番号７番、葵区の案件です。内容は記載

のとおりです。申請人は、子どもの成長に伴い現在の住居が手狭なため、申請地に

住宅を建築したく申請に及んだものです。農地区分は第１種農地で、不許可の例外

のにじみ出しに該当します。隣接農地への被害防除、排水等については、特に問題

なく、代替性も検討され、転用面積も適当と思われます。整理番号８番、葵区の案

件です。内容は記載のとおりです。申請人は、申請地隣地で建設業を営む法人です。

申請事由ですが、会社敷地内の社用車及び従業員用駐車場が不足しているため、周

辺の土地を探していたところ土地所有者と話がまとまり申請に及んだものです。農

地区分は第３種農地で、隣接農地への被害防除、排水等については問題なく、転用

面積も適当と思われます。 

１１番    ただ今、事務局から説明のありました整理番号７番、８番について、３班とし

ては許可相当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会の各班からの説明について、発言のある

方は挙手をお願いします。 

 １２番    雨水の関係は、大丈夫なのか。高さの関係と周辺の承諾は、受けているのか。 

事 務 局    雨水の関係は、建物の周りに調整池があるので、大丈夫です。周辺の承諾につい

ては、関係者が隣接所有者を回り承諾を得ています。 

 １４番    倉庫業ですけど就業時間は、確認はしてありますか。 

事 務 局    ８時から５時までで、夜中の仕事はほとんどありません。周辺のの方々には、夜

中の仕事の件についても、説明しております。 

議  長    他に発言もないようですので、議案第９号について、原案のとおり決定してよ

いでしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第９号は、原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第１０号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第１０号朗読】

申請は１１ページ、１２ページに記載のとおり３件となります。内容につきまし



ては、担当職員から説明いたします。 

事 務 局    １班です。整理番号１番、清水区の案件です。内容は、記載のとおりです。現況

は、山林です。こちらの案件ですが、昭和３５年頃より、耕作されない状態が続い

たことで現在に至り、証明基準５の耕作されない状態が続いたことにより森林・原

野化し、農地への復元が不可能な土地に該当します。令和４年３月３０日に、地区

担当農業委員の立会いのもと航空写真等を、確認していただきました。整理番号２

番、葵区の案件です。内容は、記載のとおりです。現況は、山林です。こちらの案

件ですが、昭和５５年頃より、耕作されない状態が続いたことで現在に至り、証明

基準５の耕作されない状態が続いたことにより森林・原野化し、農地への復元が不

可能な土地に該当します。令和４年３月３０日に、地区担当農業委員の立会いのも

と航空写真等を、確認していただきました。整理番号３番、葵区の案件です。内容

は、記載のとおりです。現況は、山林です。こちらの案件ですが、昭和４５年頃よ

り、耕作されない状態が続いたことで現在に至り、証明基準５の耕作されない状態

が続いたことにより森林・原野化し、農地への復元が不可能な土地に該当します。

令和４年３月３０日に、地区担当農業委員の立会いのもと航空写真等を、確認して

いただきました。 

７番    以上、職員から説明がありました３件につきましては、１班としては承認するこ

とが適当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの議案第１０号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    発言もないようですので、議案第１０号について、原案のとおり承認してよいで

しょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第１０号は、原案のとおり承認いたしました。 

次に、議案第１１号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第１１号朗読】

申出は１４ページに記載のとおり３件であります。内容につきましては、担当職

員から説明いたします。 

事 務 局    こちらの証明は、生産緑地法第１０条の規定に基づき、生産緑地の買取り申し

出の事由が生じた従事者に対して。証明をするものです。整理番号１です。こち

らの生産緑地は平成２４年に指定され、故障前、主たる従事者は年間約４５日農



業に従事していました。３月２５日に地区担当委員と、聞き取り及び現地調査を

行いました。整理番号３です。こちらの生産緑地は平成１７年に指定され、死亡

前、主たる従事者は年間約３００日農業に従事していました。３月２８日に前地

区担当委員と、聞き取り及び現地調査を行いました。整理番号４です。こちらの

生産緑地は平成１９年に指定され、死亡前、主たる従事者は年間約１００日農業

に従事していました。３月２５日に前地区担当委員と、聞き取り及び現地調査を

行いました。なお、整理番号２については、家族で再度話し合った結果、自宅の

周囲の農地でもあり、引き続き農地として利用していくことが可能と判断し、生

産緑地を継続したいとのことで、４月１８日に取下げされました。 

議  長    ただいまの議案第１１号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    他に発言もないようですので、議案第１１号について、原案のとおり承認よい

で 

しょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第１１号は、原案のとおり承認いたしました。 

次に、議案第１２号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いしま

す。 

事務局長  【議案第１２号朗読】

専門委員会委員所属案は１６ページに記載のとおりであります。内容につきまし

ては、担当職員から説明いたします。 

事 務 局    １６頁をご覧ください。４月１日に開催した第１回総会時にも説明させていた

だきましたが、静岡市農業委員会では、遊休農地の調査、対策のとりまとめを行

う農地最適化推進委員会と国、県、市に対する行政要望のとりまとめを行う農政

対策委員会の２つの専門委員会を設置しております。静岡市農業委員会専門委員

会設置要綱第４条において、総会運営委員会に属する農業委員以外の農業委員の

うちから農業委員会が指名する者を委員とすること、専門委員会はそれぞれ委員

８人以内をもって組織することが定められております。これを受け、総会運営委

員を除く１６人の委員全員が農地最適化推進委員会又は農政対策委員会のどちら

かの専門委員会に帰属すること、２つの専門委員会の構成において、再任委員、

新任委員の偏り、及び委員のお住まいの区、具体的には葵区、駿河区、清水区の

偏りを無くすこと、２つの専門委員会に女性委員が２人ずつ入ることをポイント



に専門委員会所属（案）を作成しました。ご自身が、どちらの委員会に所属する

のか確認をお願いするとともに、本案でご了承いただきたいと思います。 

議  長    ただいまの議案第１２号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    他に発言もないようですので、議案第１２号について、原案のとおり決定よい

でしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第１２号は、原案のとおり決定いたしました。次に、報告事項に入ります。 

報告第１号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第１号朗読】 

事業報告は１８ページから２７ページに記載のとおりでございます。内容につい

ては、副会長から概要説明をお願いいたします。 

１２番   議案書の１８ページ をご覧ください。１の実施概要を読み上げます。本市は、

海岸から山間地まで自然的・社会的条件の異なる広い区域において、都市部にあっ

ては平坦な農地、中山間地域にあっては傾斜地を利用した農業が営まれており、良

好な環境や景観を維持する多面的機能や、良質な農産物を提供している。しかしな

がら、農業を取り巻く状況は、農業従事者の高齢化や後継者不足、有害鳥獣による

被害、耕作放棄地の拡大、更に消費者の求める食の多様化への対応など、様々な問

題をかかえている。このため、活動においては、担い手への農地利用の集積・集約

化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規就農者の参入促進を三本柱に、農地等利用

の最適化の推進を強力に進めることが求められている。これを受け、令和３年度は、

次のとおり実施してきた。担い手への農地利用の集積・集約化においては、認定農

業者、新規就農者を中心に集積を進め、令和３年度末の担い手への農地集積面積は、

１，７４７.４ｈａとなっている。このうち借地は５１５ｈａであり、借地の内、

約６６％に当たる３４１ｈａが農地中間管理事業によるものである。耕作放棄地の

発生防止・解消においては、遊休農地約１１.５ｈａを解消するとともにＢ分類農

地約２３.５ｈａの非農地化を実施した。新規就農者の参入促進においては、ＪＡ

を事務局とする地域受入連絡会が、就農希望者を受入れ、研修を実施し、独立自営

就農に結び付ける事業が実施されている。令和３年度は、清水区駒越地区の枝豆で

新規就農者を受入れ、現地で４０歳代の若者１名の研修が開始された。また、本市

の農業が社会・経済の環境変化に対応し発展できるよう、地域農業者の意見を組み

入れ、国・県・市に対し、農業関連施策の拡充等について、要望活動を実施しまし



た。以下、事業の報告は事務局より行います。 

事 務 局   引き続き、事務局より報告をします。１８ページ下段２の農業委員等及び職員の

構成ですが、農業委員２０人、農地利用最適化推進委員３７人、事務局職員２４人

でした。１９ページをご覧ください。３の会議等の開催状況ですが、（１）総会運

営委員会の開催状況は、４月の第１回開催から、月１回計１２回開催し、総会に提

出する農地法申請の議案等を審議しました。（２）地区審査会の開催状況は、ご覧

のとおりです。総会運営委員を除く委員１６名を、各月ごと４班に分け、班ごとに

農地法申請の事前審査ならびに現地調査を実施しました。１枚めくっていただきま

して、（３）総会の開催状況は、２０ページ・２１ページにかけて記載しておりま

すが、月１回計１２回の総会を開催しました。各回における主な議題等はご覧のと

おりです。２１ページ下段の（４）各種会議開催状況は記載のとおりです。農地最

適化委員会・農政対策委員会の各専門委員会に分かれて開催しました。１枚めくっ

ていただきまして、２２ページです。（５）研修会・視察研修の実施状況は、記載

のとおりです。制度説明など、研修を９回 開催しました。続きまして、４の農政

関係業務ですが、遊休農地対策は、納税猶予農地、生産緑地、前年度の３条許可農

地、利用権設定農地 等について、８月から９月にかけて現地調査を実施しました。

このうち、再生可能な農地として報告のあがった３００筆の所有者に対して、１０

月に農地利用状況ならびに意向調査を行いました。令和３年度は、農業委員の地道

な活動により、１７５筆の遊休農地が解消されました。また、Ｂ分類の非農地通知

の発出を４０５筆２３５，２００㎡余り実施しました。（２）要望活動の実施状況

は、市への農業施策に関する要望を９月３０日に市長あてに行いました。また、同

日に市議会正・副議長に対して、要望書の提出報告と説明を行いました。（３）広

報活動の実施状況は、６月１日と１２月１日に広報紙を発行し、市内農家に配付し

ました。続きまして、２３ページをご覧ください。（４）農業委員及び農地利用最

適化推進委員活動記録の提出状況ですが、農業委員７６０枚、農地利用最適化推進

委員１，３１８枚、計２，０７８枚、報告が提出されました。活動形態別の内容等

につきましては、記載のとおりです。（５）農業者年金受託業務の実施状況ですが、

アの旧制度の年金受給者数は、経営移譲年金２５８人、老齢年金７０２人、イの新

制度の年金加入者数は、６１人です。１枚めくっていただきまして、２４ページを

ご覧ください。（６）その他農政業務は、記載のとおりです。 相続税納税猶予に関

する業務では、適格者証明等 合計で１４２件発行しました。生産緑地の農業の主



たる従事者証明は、合計で４８件 発行しました。中段の５農地業務の内容ですが、

（１）農地法関係事務は、ご覧のとおりです。権利の移動である３条申請に関して

は、１１３件の許可がなされました。１１３件のうち、９件が農地所有適格法人、

１件が 農地法 第３条第３項に係る許可でした。２５ページをご覧ください。３条

の３に係る届出件数は、相続が３２６件、持分放棄１件でした。 農地転用件数は、

４条届出が２０９件、４条許可が１３件、５条届出が５７４件、５条許可が８６件、

全体で８８２件でした。賃貸借権の合意による解約の届出である１８条第６項に係

る通知は計１２０件でした。１枚めくっていただきまして、２２ページをご覧くだ

さい。国有農地等 関係事務処理状況につきましては、記載のとおりです。国有農

地は戦後の農地改革により、小作人へ売り渡すために、国が地主から所有権を取得

した土地です。そのほとんどは、耕作目的で売り渡し、または耕作目的以外で売り

払い、処分されてきましたが、現在なお 国の所有として残っている土地のことで

す。開拓財産は、戦後、国が山林原野等の 開墾されていない土地を取得して、こ

れを開拓者などに売り渡しましたが、特別な事情により売り渡しができなかったり、

国が買戻しをしたりして、現在も国の所有として残っている土地です。国有農地と

開拓財産の土地は、農林水産省所管の国有財産ですが、その管理については、農地

法に基づき、県が行っており、静岡市内にある記載の６８件については、調査等 市

も協力して行っています。（３）各種証明書交付状況は記載のとおりで、交付証明・

非農地証明等の各種証明書を１３２件交付しました。（４）令和３年度 農地法等月

別事案処理一覧表は、２７ページをご覧ください。総会ごとに事案の種類及び処理

件数ならびに処理面積を記載してあります。なお、今 報告をさせていただきまし

た。令和３年度静岡市農業委員会 事業報告書につきましては、本日の資料として

皆様のお手元に、別途資料１として同じものをお配りしておりますので、こちらは

お持ち帰りいただきまして、改めてご覧いただけたらと思います。 

議  長    ただいまの報告第１号について、発言のある方は挙手をお願いします。  

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

次に、報告第２号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第２号朗読】 

通知は２９ページから３１ページの２２件がございました。内容については記載

のとおりでございます。添付書類も含め書類は完備しておりましたので、受理いた

しました。内容につきましては、担当職員より説明いたします。 



事 務 局   整理番号１０２番については、耕作者の家族の労力減少による規模縮小のため、

合意解約しました。別の方に再配分予定です。整理番号１０３番と１０４番、１０

５番は同一の案件です。耕作者の家族の体調不良による規模縮小のため、合意解約

しました。なお、これ以外に耕作者が借りていた、吉原２５５９－２、２５５９－

３の２筆については、別の方に再配分予定です。整理番号１０６番と１０７番は同

一の案件です。地権者の経営継承のため、合意解約しました。整理番号１０８番と

１０９番は同一の案件です。県営工事の農業集落道工事の伐採木仮置きのため、合

意解約しました。整理番号１１０番については、賃借人死亡のため、合意解約しま

した。整理番号１１１番については、賃借人の労力不足のため、合意解約しました。

整理番号１１２番、１１３番については、賃借人の経営規模縮小のため、合意解約

しました。整理番号１１４番と１１６番は同一の案件です。地権者が駐車場に転用

するため、合意解約しました。整理番号１１５番と１１７番は同一の案件です。耕

作者がお茶の価格の低迷により経営を見直すこととなり、規模縮小のため、合意解

約しました。なお、別の方が耕作する予定があるとのことです。整理番号１１８番

については、賃貸人が土地を売却するため、合意解約しました。整理番号１１９番

については、耕作者が駿河区から撤退し、焼津市に基盤を移すため、合意解約しま

した。整理番号１２０番については、耕作者が代わるため、合意解約しました。整

理番号１２１番については、錯誤により、合意解約しました。これにつきましては、

父より息子への経営継承に当たり、依頼により、静岡市農協が貸借の切替えを受け

付けました。その際に、同姓同名の第三者が借りていた当該地内牧２３１番をお父

さんが借りているものと誤認し、住所が相違していたものの、利用配分の解約を行

い、息子さんへ再配分しまったため、その再配分を取り消すものです。なお、誤っ

て行った、同姓同名の第三者の利用配分の解約についても取消しを行い、現在は元

の状況に戻っているとのことです。整理番号１２２番・１２３番については、賃貸

人が残土処分場として一時転用するため、合意解約しました。 

議  長    ただいまの報告第２号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第２号を終わります。 

次に、報告第３号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第３号朗読】

届出は３３ページから４２ページの９４件がございました。その内訳は、４条の

転用が３２件、５条の転用が６２件で、５条の転用の内訳としましては、所有権移



転が５４件、賃借権設定が２件、使用貸借による権利の設定が６件でございます。

添付書類も含め書類は完備しておりましたので、受理いたしました。 

議  長    ただいまの報告第３号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第３号を終わります。 

次に、報告第４号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第４号朗読】

届出は４４ページ・４５ページの３１件がございました。いずれも内容について

は記載のとおりでございます。書類は完備しておりましたので、受理いたしました。 

議  長    ただいまの報告第４号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第４号を終わります。 

次に、報告第５号について、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第５号朗読】

推進委員は、４７ページに記載のとおりでございます。 

なお、詳細につきましては、担当職員から説明いたします。 

事 務 局   ４７ページをご覧ください。年金加入部長に両名を推薦いたしました。静岡市農

業振興地域整備促進協議会委員を３名推薦いたしました。

議  長    ただいまの報告第５号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    よろしいですか。発言がないようですので、以上で報告第５号を終わります。 

以上をもちまして、静岡市農業委員会第２回総会を閉会いたします。 


